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本日のスケジュール
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【東京・大阪】 【名古屋】

15:00～16:15 9:30～10:45 1. 移転価格税制と執行

16:15～16:30 10:45～11:00 コーヒーブレイク

16:30～17:30 11:00～12:00 ２. リスク対策と最近のトピックス

＊本件講座は、特に断りが無い限り、日本の税制・執行のご説明となります。
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移転価格リスクとは？

ABC製作所㈱ （略称ABC –J。資本金10億円）
株主： ABCホールディングス （略称ABC-HD） 100％ (資本金１千万円）
沿革： 1970年に藤澤マナブ氏が、電卓基盤の組立を営む藤澤製作所(個人)を創業。1975年に藤澤製作所㈱を設立し、自社ブ
ランドの電卓製造開始。1980年にABC-TMを設立。1990年にABC-HD、HUSを設立、藤澤製作所をABC-HDの子会社とする。
2005年、タブレット事業に進出し、日本国内外で製造販売を開始し、電卓事業は大幅縮小。
ABC-HD の2018年3月期の連結売上は300億円、営業利益は50億円
ABC-Jの2018年3月期の単体売上は140億円、営業利益は5億円
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名称 ABC (Thailand) manufacturing Ltd

（ABC-TM). 

ABC USA  Co., Ltd.

（ABC-US)

ABC MY Co., Ltd.

(ABC-MY)

所在地 タイ王国アユタヤ市 アメリカ合衆国デラウェア州 マレーシア

事業 タブレットの製造 タブレットの卸売 タブレットの製造

従業員数 1000名 10名 500名

資本金 1000バーツ 1ドル 100万マレーシアリンギット

株主 ABC-J 100％ ABCホールディングス100％ ABCホールディングス100％

損益状況

2017/12期

売上 150億円

営業利益 24億円

売上 80億円

営業利益 ▲1億円

売上 80億円

営業利益 20億円

グループ内

の取引等

ABC-Jは、タブレットの基盤部品を

原価に5％をマークアップした価格

で販売（年間１億円）

売上先は、ABC-JとABC-US

現地では優遇税制適用法人

タイからタブレットを仕入れ米国

内で販売

米国販路開拓支援のため、

ABC-Jは営業担当者を派遣（日

当、旅費、滞在費等２億円を

ABC-USから徴収）

ABC-Jとは、出資以外取引無

ABC-Jの研究所で開発した最新モ

デルをベースとした欧州市場向けモ

デルを製造。商社経由で欧州市場

に輸出。現地では優遇税制適用法

人

下記のケースは、日系企業の典型的な海外展開事例です。一見、海外展開が成功しているかに見えますが、移転価格の視
点からみると、最終ページにあるような大きな移転価格リスクを国内外で抱えていると考えられます。

本日の実践講座を通じて、どのような問題なのかを考えてみましょう。

はじめに～問題提起～
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移転価格税制とは
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移転価格税制とは、親子会社間等特殊関係企業間の取引を通じて行う所得の海
外移転に対処し適正な国際課税を実現するため、法人の国外関連者との取引価
格を独立企業間価格（ALP: Arm’s Length Price）にみなして課税所得を計算する
ことを定めた規定（租税特別措置法第66条の4）

1．移転価格税制と執行

• 目的： 国外関連取引を通じた国外への所得移転に対処するのが目的

• 原則： 独立企業原則 （独立企業の間の取引条件で得られる利益率等に引き直す）

• 対象： 国外関連取引（対価） （特殊の関係にある者との取引）

• 手法： 移転価格算定方法 （CUP, RP, CP, PS, TNMM, 準ずる方法, 同等の方法）

• 計算： ①比較対象取引を把握し、②独立企業間価格を算出し、
③国外関連取引と独立企業間価格との差を計算して、課税所得を計算

1.1 移転価格税制の概要
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PS法（残余利益分割法を例に）（2/2）

＜計算イメージ＞

4. 分割後の利益

1. 合算利益

3. 残余利益

2. 基本的利益

親会社と子会社の利益
を合算する

基本的利益をルーティン
活動に基づいて按分する

残余利益を適切な分割
要因で按分する

子会社の利益 €600,000親会社の利益 €400,000

残余利益
€850,000

子会社の
基本的利益
€50,000

親会社の
基本的利益
€100,000

合算利益 €1,000,000

親会社の
基本的利益
€100,000

親会社の残余利益
€680,000

子会社の残余利益
€170,000

子会社の
基本的利益
€50,000

子会社の利益
€220,000

親会社の利益
€780,000
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1.2 独立企業間価格の算定方法の概要

1．移転価格税制と執行
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現在の実務の基本的な考え方：TNMMの適用（1/3）

日本親会社
（本社・製造
研究開発）

国外関連者
（販売）

顧客
製品

価格100

製品

価格150

日本親会社の機能（本社・製造・研究開発機能）と比較して、国外関連者の機能
（販売機能）の方が相対的に単純(経常的)

国外関連者を検証対象企業（Tested Party）として、その適正な水準の営業利益率
を算定

1st Step:機能・リスク分析

日本親会社・国外関連者の機能・リスク分析

(どのような役割？どのようなリスク負担？）
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1.2 独立企業間価格の算定方法の概要

1．移転価格税制と執行
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独立企業間価格

営業利益率 2～5%

損益計算書
（海外子会社）

上記の取引の独立企業間価格

ロイヤルティ取引： 料率 3～5%

部品取引： 利益率 4～6%

技術援助取引： 利益率 8～10%

ロイヤルティ取引： 料率3%

部品等の販売取引： 利益率4%

技術援助等の役務提供取引： 利益率8%

日本
親会社

国外
関連者

取
引
実
績

取引種類別検証

各取引別に検証

独
立
企
業
間
価
格

取引単位検証（TNMM)

売上高 1000

売上原価 800

売上総利益 200

販管費 160

営業利益 40

営業利益率 15%

検証
検証

取引種類別検証 vs 取引単位検証(TNMM)
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1.2 独立企業間価格の算定方法の概要

1．移転価格税制と執行
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1.3 寄附金課税
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• 法人が各事業年度において支出した寄附金の額（法人税法第37条第7項に規定する寄
附金の額をいう） のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

租税特別措置法第66条の4第3項（抜粋）

• 寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、
金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金
銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益の
その供与の時における価額によるものとする。

• 資産の譲渡又は経済的な利益の供与が、時価と比べて著しく低い価額で行われた場合
には、差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は寄附金の額に
含まれるものとする。

法人税法第37条第7項、第8項（抜粋）

法令上の定義

支出の名義、また、対価の収受の有無を問わず、実質的に資産の贈与または経済的利益の
無償の供与が行われたと認められる場合には寄附金に該当する。

1．移転価格税制と執行
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確定申告書
• 別表17(4)
• 外税控除、CFC、

過少資本関連の
別表他

内部情報
• 調査資料
• 業種研究レポート
• 事例研究
• 同業者情報他

有価証券報告書
• 財務情報
• セグメント情報
• 税率差異他

外部情報
• 納税者ウェブ
• 同業者ウェブ
• 業界情報

情報集約
（データベース化）

第一次選定

調査候補リスト

調査選定

調査着手

従前からの情報源 BEPS以降の新たな情報源調査選定プロセス

マスター
ファイル

CbCR

企業訪問
行政指導

事績

事前照会
行政指導

事績

定量基準で抽出

定性基準で抽出

最終選定
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ローカルファイル

1.4 日本の執行状況

1．移転価格税制と執行
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2017年7月以降の国税庁の方針（注）

• 移転価格ポリシーに従った価格設定、実務運用と関係文書の整備状況を確認
• ローカルファイルにて検証された実績を反映した移転価格ポリシーの見直し体制を確認
• 税務コンプライアンスの自発的な維持・向上が期待できない企業を調査選定

Plan

DoSee
移転価格ポリシーに基づく

対価の額の設定（実務運用）実績値の検証

移転価格ポリシーの構築・見直し 移転価格
ポリシー

文書
マスター
ファイル

実務
ガイドライン

本社ローカルファイル

• A社との取引
• B社との取引
• C社との取引

中国
子会社
A社の

ローカル
ファイル

米国
子会社
B社の

ローカル
ファイル

インドネシア
子会社
C社の

ローカル
ファイル

CbCR

注： 「移転価格事務に関する当面の事務運営について（事務連絡）」参照。平成29年5月29日付の国税庁から
各国税局の担当部署への指示事項（情報公開法第9条第1項の規定に基づき国税庁から開示）。

最終選定の判断基準例：移転価格ポリシーの運用状況
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1.4 日本の執行状況

1．移転価格税制と執行
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移転価格文書化対応のスケジュール（3月決算法人の場合）

マスターファイル
2016/3 2017/3 2018/3

マスターファイル
提出期限

ローカルファイル
2016/3 2017/3 2018/3  2018/6

国別報告事項（CbCR）
2016/3 2017/3 2018/3

初年度対象
事業年度

国別報告書
提出期限

直前会計年度
連結総収入金額
1,000億円以上

直前会計年度
連結総収入金額
1,000億円以上

初年度対象
事業年度

② 上記以外 ②同時文書化免除

ローカルファイル
の作成期限
（確定申告書の

提出期限と同時）

①一の国外関連者との前期の取引金額（受払合
計）が50億円以上又は当該一の国外関連者と
の無形資産取引金額（受払合計）が3億円以上

①同時文書化
対象

45日以内に
提出

60日以内に
提出

提出要請を
受けた場合

提出できな
かった場合

税務当局は
推定課税・
同業者調査
を行うことが
できる
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初年度対象事業年度

2019年2月

2.1 リスク対策（１）文書化

２．リスク対策とトピックス
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バイラテラルAPAのメリットとデメリット
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メリット デメリット

税負担面
• 二重課税を事前に回避することが可能

• 加算税の負担がなくなる

・各年度ではなく、特定の年度で一括で調
整される場合がある。

プライシング面

• 税務当局との柔軟な交渉が可能

• 一方の税務当局の偏った見方によるプライ
シングとはならない

• レンジの設定が可能

• 社内に明確な移転価格ポリシーを構築しよ
うとする土壌ができる

• 結果的に、納税者の意図したものと乖
離したプライシングとなる可能性（いわ
ゆる、当局に下駄を預ける）

事務負担面

• 税務調査のリスクがなくなる • 審査過程で、長期間にわたる税務当局
への対応

• 審査過程で、納税者から「自主的」な企
業情報の開示が求められる

コスト面

• 税務調査リスクが高い場合には、調査対応
等のコストを考えると、トータルコストとしては
安くなると考えられる

• 社内コスト

• 専門家報酬

• 申請コスト（相手国）

2.2 リスク対策（２）事前確認制度（APA)

２．リスク対策とトピックス
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2015年最終報告 行動8-10 移転価格税制と価値創造の一致
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無形資産の定義

「有形資産または金融資産でないもので、商業活動における使用目的で所有または支配する
ことができ、比較可能な独立当事者間の取引ではその使用または移転に際して対価が支払
われるような資産」と定義されている（パラ6.6）

【評価困難な無形資産】

無形資産やその権利が関連者間で取引される時点で、

(i) 十分な信頼性のある比較対象取引が存在せず、かつ、

(ii)無形資産の譲渡による将来のキャッシュフローや収入について信頼できる予測がえられ
ない、または、無形資産の価値評価に当たって使用される前提が極めて不確実であるもの

評価困難な無形資産の例

• 譲渡時点において、部分的に開発されていた無形資産

• 取引後の数年間には、商業的に利用されることが見込まれていない無形資産

• 評価困難な無形資産ではないが、そのカテゴリーの範囲に含まれる他の無形資産の開発や
改良と関係する無形資産

• 譲渡時に斬新な方法での利用が見込まれた無形資産

2.3 最近のトピックス 無形資産に関する動向

２．リスク対策とトピックス
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【行動8】 評価困難な無形資産に係る税務手続上のガイダンス（2018年6月21日公表）
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-
approach-to-hard-to-value-intangibles-BEPS-action-8.pdf
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2.3 最近のトピックス 無形資産に関する動向

２．リスク対策とトピックス
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平成31年度税制改正大綱（閣議決定） (1/4)

ポイント

1. 比較対象取引が特定できない場合、無形資産の使用から得られる予測キャッシュ・フロー等
の割引現在価値を用いた評価テクニック（ディスカウント・キャッシュ・フロー法： DCF法）によ
り無形資産取引に係る独立企業間価格を算定

2. 一定の評価困難な無形資産（特定無形資産）* （Hard-To-Value Intangibles＿HTVI）取引
への対応として、当初の価格算定の基礎となる予測と実際の結果が大きく乖離した場合に
は、税務当局は当初の価格が適切に算定されていなかったと推定し、実際の結果を勘案し
て当初の価格を再評価

* 次の要件のすべてを満たす無形資産とする。

a. 独自性があり重要な価値を有するものであること

b. 予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること

c. 独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものであること
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2.3 最近のトピックス 無形資産に関する動向

２．リスク対策とトピックス
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米国・ドイツの所得相応性基準の比較
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2.3 最近のトピックス 無形資産に関する動向

２．リスク対策とトピックス
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費用分担契約 Cost Contribution Arrangements: CCA、Cost Sharing  Agreement: CSA）
無形資産の形成に要した費用を、主要な製造拠点間で、当該無形資産の使用により得ら
れる期待利益に応じて分担する契約

日本親会社

中国子会社 米国子会社

アジア子会社

Japan IP

China IP ROW IP

Asia IP

CCA(CSA)

欧州子会社

EMEA IP

2.3 最近のトピックス 無形資産に関する動向

２．リスク対策とトピックス



PwC

ご質問等ございましたら、下記までお尋ねください。
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■PwC税理士法人 東京事務所

藤澤 徹

国際税務サービスグループ （移転価格）
ディレクター

Tel: 03-5251-2400

Email: pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com

国税庁、東京国税局での30年間の勤務経験を持つ国際課税の
専門家。2014年2月に当法人の東京事務所に入所。
東京国税局では、15年以上に渡って大企業、多国籍企業の移
転価格調査の企画・実施、事前確認審査を担当。最終ポストで
ある国際情報第一課の上席国際専門官として、移転価格調査事
案のすべての管理及び他国税局の移転価格調査事案のサポー
トを担当。国税庁での3年間の相互協議経験もあり（米、豪、印、
スイス等）、国税庁調査課国際係長3年間の在任中には、OECD
租税員会第６作業部会のメンバーとして、PE帰属所得ルールで
あるOECD承認アプローチ（AOA）のドラフトづくりにも関与。
OECD会議、タイ駐在、相互協議、タイ・インドネシア・中国他、発
展途上国への知的支援を通じて各国の国際課税担当者とは真
摯な信頼関係を構築。

税理士。青山学院大学大学院 会計プロフェッション科 非常勤
講師（国際租税法）。
成城大学 経済学部 非常勤講師（税務会計）
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■PwC税理士法人 名古屋事務所

津田 朗彦

国際税務サービスグループ （移転価格）

ディレクター

Tel: 052-587-7520

Email: JP_Tax_Meihan-Seminar@pwc.com

2018年12月入社。入社以前は10年以上に渡り日本および米国
において移転価格業務に携わり、日本や米国の多国籍企業に
移転価格サービスを提供。
一国間・二国間APA、相互協議サポート、ローカルファイルやマ
スターファイルなどのBEPS関連作成サポート、税務調査対応、無
形資産の価値評価、同時文書化作成（6662レポート）、移転価格
ポリシーの作成とその実行サポート、などを自動車、化学、消費
財、機械、製薬、商社、旅行業、エンターテインメント、など多くの
セクターにおいてサービス提供経験を有する。

米国公認会計士（カリフォルニア）
CFA Level 1

■PwC税理士法人 大阪事務所

中牟田 賢示

国際税務サービスグループ （移転価格）
パートナー

Tel: 06-6375-2730

Email: JP_Tax_Meihan-Seminar@pwc.com

2001年入社以後、一貫して大阪事務所にて勤務。法人税を中心
とした国内・国際税務コンサルティング業務を経験後、2005年以
降は主に日系製造業に対する移転価格業務に従事。

【プロジェクト実績】
• 電子機器・部品、自動車部品、医療機器、産業機械、化学品

等の製造業を中心とした日系企業に対して、以下のサービス
を提供してきた実績がある。

• 移転価格調査対応
• 相互協議支援
• 米国、ヨーロッパ、アジア諸国との二国間事前確認
• 現地移転価格文書作成支援
• 移転価格ポリシー構築支援

【その他実績】
• 「国際税務ハンドブック」（中央経済社）
• 日本経営協会 主催 国際税務担当者養成セミナー 担当講師
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2019年 国際税務実践講座
（企業担当者向け基礎コース: 全5回）
第1回 2月6日（水） 【東京】

2月7日（木） 【名古屋・大阪】

総論編：国際税務の基礎知識、BEPSを踏まえた最近の国際税務
の動向

第2回 2月13日（水）【東京】

2月14日（木）【名古屋・大阪】

個別論点編(1)：移転価格税制概観、移転価格リスクへの対応策
－移転価格文書化、事前確認、調査対応他、今後の調査動向

第3回 2月20日（水）【東京】

2月21日（木）【名古屋・大阪】

個別論点編(2)：タックスヘイブン税制の概要と最近の税制改正を
踏まえた実務上の留意点

第4回 2月27日（水）【東京】

3月7日（木）【名古屋・大阪】

個別論点編(3)：外国税額控除、租税条約などの概要と実務上の
留意点

第5回 3月6日（水）【東京】

3月14日（木）【名古屋・大阪】

応用編：日本企業の海外での事業展開における税務リスクとその
マネジメント


